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 学生の皆さんへ 

 

【重要】６月１日以降の前期授業に関するお知らせ 

 

                                   豊橋技術科学大学理事・副学長 

                             角 田 範 義 

  

５月６日付けの「前期授業開始等に関するお知らせ」のとおり，前期授業は５月 11日（月）

から，オンデマンド方式による遠隔授業を順次開始しております。 

国の緊急事態宣言は，５月 14 日に愛知県を含む 39 県，５月 21 日には大阪府，京都府，

兵庫県の３府県及び５月 25日には北海道，東京都等の５都道県で解除され，全都道府県が

解除されましたが，愛知県をはじめ，多くは５月中の県等を跨ぐ不要不急の移動の自粛及び

別添の「新しい生活様式」の実践例に掲げられる対策等感染拡大防止対策を実践していくこ

とが求められています。  

これらのことを踏まえ，本学では，５月 19日に「新型コロナウイルス感染症に対する本

学活動基準」を見直しました。 

https://www.tut.ac.jp/info/corona/katudo.html 

本学活動基準を踏まえ，６月１日以降の前期授業の予定等について，以下のとおりお知

らせします。 

●は大学が行うこと。○は該当する学生のみなさんに行っていただくこと。 

●６月１日（月）からも，オンデマンド方式による遠隔授業を引き続き行います。 

●対面式授業（主に語学，実験・実習）は最短で６月 15 日（月）から開始を予定してい

ます。新しい生活様式等に掲げる対策の実践・励行を徹底し，感染拡大防止措置を行い，

遠隔授業と対面式授業を併用して行っていく予定です。 

●なお，県外から移動された場合，本学に通う居住地（豊橋市内等）に戻ってから，２週

間は新しい生活様式等の実践・励行を徹底のうえ，自宅待機を求めます。 

○県外に現在，居住されている方は，当該地域，移動経路の地域等の状況等に注意しつつ，

本学に通う居住地（豊橋市内等）への具体の移動日を検討し，移動願います。移動にあ

たっては，感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践例に掲げられる対策を実践し

てください。 

○なお，感染リスクが高まる恐れがあると判断された場合又は不安に感じられた場合は，

無理な移動はせず，現在の居住地で引き続き，遠隔授業を受講してください。 

●渡日・再渡日できない外国人留学生の皆さんも含み，大学構内での授業が受けられない

ことによって不利にならないように配慮します。 

●引き続き，教務情報システムに，各授業の開始状況を一覧表で公開します。 

●○大学への入構は，学生宿舎生，研究室等における教育研究活動，就職指導を受けるこ

と等が認められた場合を除き，５月 31 日（日）まで原則禁止となっていますので注意

してください。（入構については指導教員又は教務課等に確認してください。） 
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